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奈 個 情 第 ４ ２ 号 

平成３０年１２月２５日 

 

 

奈良市長 仲 川 元 庸 様 

 

 

奈良市個人情報保護審議会 

会長  川 村 容 子 

 

 

奈良市個人情報保護条例第１０条第２項の規定に係る 

諮問について（答申） 

 

 

平成３０年１１月８日付け奈子こ第１５０号で諮問のあった下記の件について、

別紙のとおり答申します。 

 

 

記 

 

 

【諮問 ： 個情第３０－５号】 

情報システム「なら子どもサポートネット」クラウド化について（諮問実施機関 

子ども未来部こども園推進課） 
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（別紙） 

答申：個情第２０号 

諮問：個情第３０－５号 

 

答  申 

 

第１ 審議会の結論 

市長が、児童生徒等の安全確保を目的として、不審者情報や安全対策情報な

ど子どもたちの安全に関する情報を、市立こども園、市立幼稚園、市立保育園、

関係機関、奈良市教育委員会が構築した情報システム「なら子どもサポートネ

ット」に登録された保護者、地域住民等に対し、携帯電話やスマートフォン、

パソコンなどの通信機器にメールを配信することにより、子どもの安全確保に

関する情報の周知及び共有を図るための情報配信システム「なら子どもサポー

トネット」を共同で運用するに当たって、実施機関が管理する情報系サーバー

を経由して、実施機関が管理する業務用パソコンと「なら子どもサポートネッ

ト」の情報配信サービス業務を実施する事業者が管理するクラウドサーバーと

をオンラインで結合し、当該クラウドサーバー内で個人情報を取り扱うことは、

公益上の必要が認められ、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがな

いと認める。 

 

第２ 対象事業の概要 

   情報配信システムを運用する実施機関（子ども未来部こども園推進課。以下

「実施機関」という。）は、対象事業の概要について、次のとおり説明した。 

１ 情報配信システム「なら子どもサポートネット」について 

全国的に多くの小学校区で、地域と連携した子どもの見守り活動が行われて

いるが、登下校を中心に児童生徒を狙った犯罪や不審者に遭遇するといった事

案が依然として後を絶たず、子どもの安全確保が大きな課題となっており、奈

良市も同様である。 

そこで、奈良市教育委員会や市立小中学校、関係機関、保護者、地域住民等

と情報を共有することで、地域とともに児童生徒等の安全確保を目的として、

保護者、地域住民等に向けて、不審者情報等を携帯電話やスマートフォン、パ

ソコンなどの通信機器のメール機能を活用して迅速かつ正確に伝えるため、奈

良市教育委員会が構築した情報システム「なら子どもサポートネット」を市立

こども園、市立幼稚園及び市立保育園（以下「市立こども園等」という。）につ

いても同様に活用することとした。 



- 3 - 

 

この「なら子どもサポートネット」で登録する個人情報は、不審者情報や安

全対策情報など子どもたちの安全に関する情報のメール配信を希望する保護者、

地域住民等のメールアドレス及び配信を希望する学校区のみである。なお、不

審者情報を配信する場合には、被害を受けた等の乳幼児及びその保護者の同意

を得た上で、当該乳幼児、その学校区名、発生場所などを配信する。 

２ 個人情報を電子計算機に接続することについて 

実施機関や市立こども園等から不審者情報や安全対策情報など子どもたちの

安全に関する情報を、「なら子どもサポートネット」に登録された保護者、地域

住民等に、迅速かつ安定的な提供が可能であること、及びシステム機器の運用、

管理の省力化やセキュリティの強化を図ることができることから、実施機関が

「なら子どもサポートネット」を運用するに当たって、実施機関が管理する情

報系サーバー（以下「情報系サーバー」という。）を経由して、実施機関が管理

する業務用パソコンと「なら子どもサポートネット」の情報配信サービス業務

を実施する事業者（以下「事業者」という。）が管理するクラウドサーバー（以

下「クラウドサーバー」という。）と結合し、クラウドサーバー内で「なら子ど

もサポートネット」に登録された保護者、地域住民等の個人情報を取り扱うこ

ととするため、奈良市個人情報保護条例（平成２１年奈良市条例第５１号）第

１０条第２項の規定により、当審議会に諮問した。 

 ３ 個人情報の安全性の確保 

   実施機関は、「なら子どもサポートネット」を運用するに当たり、次の措置を

講じることで、「なら子どもサポートネット」に登録された保護者、地域住民等

の個人情報の安全性を確保しようとしている。 

  ⑴ 「なら子どもサポートネット」は、単年度の登録制となっており、毎年３

月末には保護者、地域住民等の個人情報が自動的に破棄されるシステムとす

る。 

⑵ 事業者決定に係る一般競争入札を執行する業務仕様書において、事業者に

次の措置を求めることとしている。 

 ア 事業者は、保護者、地域住民等の情報端末機器とクラウドサーバーを接

続するネットワーク及び情報系サーバーとクラウドサーバーを接続するネ

ットワークを構築するに当たって、暗号化通信を用いたインターネット回

線を用いること。 

イ 事業者は、クラウドサーバーにログインＩＤや、パスワードによるアク

セス権限を設定することにより、クラウドサーバーを利用できる者を制限

すること。 

   ウ 事業者は、クラウドサーバーに保存された情報を暗号化キーで暗号化し
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て保存すること。 

   エ 事業者は、クラウドサーバーにウイルス対策ソフトを導入して運用する

だけではなく、ファイヤーウォールにおけるログの確認も併せて行うこと。 

   オ 事業者は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会認定によるプライバ

シーマーク制度の認定又は情報セキュリティマネジメントシステムの国際

規格ＩＳＯ２７００１の認証を取得していること。 

  ⑶ 市立こども園等、関係機関、保護者、地域住民等に不審者情報や安全対策

情報など子どもたちの安全に関する情報を送信する実施機関の端末には、ロ

グインＩＤや、パスワードによるアクセス権限を設定することにより、シス

テムを利用できる者を制限する。 

  ⑷ ⑶の専用端末と情報系サーバーとを接続するネットワークは、ＳＳＬによ

る暗号化された回線を用いる。 

 

第３ 審議会の判断 

   実施機関が「なら子どもサポートネット」を運用するに当たって、情報系サ

ーバーとクラウドサーバーとをオンラインで結合することについて、当審議会

は、次の理由により公益上の必要があり、また本人又は第三者の権利利益を不

当に侵害するおそれはないと認めた。 

よって、当審議会は、冒頭の「第１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

１ 実施機関は、「なら子どもサポートネット」に登録された保護者、地域住民等

の個人情報を適正に取り扱うために、第２の３⑴から⑷までの説明による措置

のほか、次のような措置を講じている。 

⑴ 実施機関は、事業者と契約書を締結するとともに、奈良市個人情報取扱特

記事項の遵守を求め、情報の管理、取扱いを遵守させるとともに、「なら子ど

もサポートネット」に登録された保護者、地域住民等の個人情報の取扱いに

ついて必要事項の提出を求めることとしていること。 

⑵ 「なら子どもサポートネット」に登録された保護者、地域住民等の個人情

報は、クラウドサーバー内でのみ保有し、外部記録媒体を用いない運用を行

うことにより、個人情報が漏洩する等のリスクを軽減すること。 

 

第４ 審議会の審査経過 

当審議会における審査経過は、次のとおりである。 

年 月 日 審 査 経 過 

平成３０年１１月 ８日 実施機関から諮問を受けた。 

平成３０年１１月２２日 平成３０年度第４回審議会 
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 １ 実施機関から口頭による説明を受けた。 

２ 事案の審議を行った。 

平成３０年１２月２５日 平成３０年度第５回審議会 

答申案の最終確定を行った。 

平成３０年１２月２５日 実施機関に対して答申を行った。 

 

○ 奈良市個人情報保護審議会委員 

氏  名 役 職 名 備  考 

荒牧  裕一 大和大学准教授  

川村  容子 弁護士 会     長 

杵崎 のり子 奈良学園大学客員教授  

佐々木 育子 弁護士 会長職務代理者 

浜口  廣久 弁護士  

 


